
給与（社会福祉法人下関市社会福祉協議会  

役員等報酬及び費用弁償規程）

○社会福祉法人下関市社会福祉協議会 

役員及び評議員等の報酬等に関する規程 

下 関 市 社 協 規 程 第 １ ７ 号 

平成１７年２月１４日制定 

改正 平成２０年０７月０１日 平成２５年０４月０１日 

 平成２９年０２月１４日 平成２９年０６月２２日 

 平成２９年１１月１５日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人下関市社会福祉協議会（以下｢本会｣という。）定款第１０条及び

第２５条の規定に基づき、役員及び評議員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。 

（非常勤役員 の報酬） 

第３条 本会の非常勤役員 に対しては、別表第１により報酬を支給する。 

２ 月額による報酬を受ける者で月の途中において就任又は退任したときは、その月分の報酬につ

いては日割りにより計算する。 

 （常勤役員の報酬及び諸手当） 

第４条 常勤役員に報酬、管理職手当、通勤手当及び期末手当を支給する。 

２ 前項の報酬及び管理職手当の額は、別表第２の範囲内で会長が定める。 

３ 第１項の報酬及び諸手当の支給方法は、社会福祉法人下関市社会福祉協議会給与規程（下関市

社協規程第１８号。以下｢給与規程｣という。）の例により支給する。なお、この場合において、期

末手当の額の計算の割合は、給与規程第３１条第２項及び第３２条第２項に規定する割合の合計

とする。 

 （常勤役員の退職手当） 

第５条 常勤役員の退職手当は、社会福祉法人下関市社会福祉協議会職員退職手当支給規程（下関

市社協規程第１９号。以下｢職員退職手当支給規程｣という。）の例により支給する。 

（非常勤会長の慰労金） 

第６条 非常勤の会長が退任したときは、本会による貢献度等を考慮し、在任期間に応じて、慰労

金を支給することができる。 

２ 慰労金の額は、職員退職手当支給規程の例により支給する。 

 （評議員の報酬） 

第７条 本会の評議員は、別表第１により報酬を支給する。 

（費用弁償） 

第８条 本会の役員及び会長の委嘱を受けた者並びに会長が特に認めた者等に対する費用弁償は、

別表第３に定めるところによる。 

２ 管内出張及び外国出張についての費用弁償は、社会福祉法人下関市社会福祉協議会旅費規程（下

関市社協規程第２０号。以下｢旅費規程｣という。）の適用を受ける職員の旅費の支給の例による。 

３ 前２項の費用弁償の支給方法については旅費規程を準用する。 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。  
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附 則 

 この規程は、平成１７年２月１４日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１月２６日） 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第７条別表第１第３号については平成

２９年２月１４日より適用する。 

附 則（平成２９年６月２２日 評議員会） 

 この規程は、平成２９年６月２２日から施行する。 

附 則（平成２９年１１月１５日 評議員会） 

 この規程は、平成２９年１１月１５日から施行し、平成２９年４月１日より適用する。 
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別表第１（第３条関係及び第７条関係） 

（１）非常勤役員の報酬 

職    名 区分 金   額 

会長の職にある者 月額 １６０，０００円 

地域担当理事の職にある者 月額 ４０，０００円 

その他の役員（下記の場合の監事を除く。） 日額 ３，５００円 

監査を行った監事 日額 ６，０００円 

備考 

 日額報酬は、理事会、評議員会、部会、委員会、監査会及び会長の命を受けた会議等に出席した

役員（月額報酬を受ける役員を除く。）に支給する。ただし、同一日に２以上の会議に出席した場

合は、１のみの日額を支給する。 

（２）評議員の報酬 

職    名 区分 金  額 

評議員 日額 ３，５００円 

備考 

 日額報酬は、理事会、評議員会、部会、委員会、監査会及び会長の命を受けた会議等に出席した

評議員に支給する。ただし、同一日に２以上の会議に出席した場合は、１のみの日額を支給する。

（３）評議員選任・解任委員及の報酬 

職    名 区分 金  額 

評議員選任・解任委員 日額 ３，５００円 

別表第２（第４条関係） 

報 酬 月 額 

１５０,０００円 以上 ３００,０００円 以内 

管理職手当（月額） 

２０,０００円 以上  ５０,０００円 以内 

別表第３（第８条関係） 

航空賃・鉄道賃・船賃・車賃 日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 

社会福祉法人下関市社会福祉

協議会旅費規程の適用を受け

る職員の旅費の支給の例によ

り算出した額 

１日以内の旅行 

１,３００円
１３,１００円

１泊以上の旅行 

２,０００円

職    名 区分 金  額 

地域福祉推進委員会委員 日額 １，５００円 

第三者委員 日額 １，５００円 

上記以外の委員等 別に定める。 


